
四日市市スマートシティ構築促進補助金における注意事項について 

四日市市環境部環境政策課 

 

補助金の申請・実績報告に関しては当市ホームページに掲載しております要綱、要領及び「ご案内」、「よ

くある質問」をご確認いただくとともに、当注意事項を確認ください。 

 

(1)共通事項 

□申請書類はできる限り、A4サイズ片面印刷でご提出ください。 

□判読不可能な文字での記載や不鮮明な印刷であった場合、申請を受け付けられない場合があります。 

□申請書類（添付書類も含め）はホッチキス止めしないでください。 

□交付決定、交付確定の通知書は申請者へ郵送させていただきます。審査が終了しているか等は申請者ご本

人にご確認いただきますようお願いします。 

□申請書類控えのコピー取り忘れ等で、申請内容を教えてほしいという旨のご連絡をいただくことが多々

ございます。こちらのお問い合わせについてはお答えしかねますので、控えが必要な場合必ず事前にコピ

ーを取ってください。 

□ＺＥＨ及びＧＸ志向型住宅の申請書、実績報告書を記載する際には、太陽光発電設備・HEMS の欄にチ

ェックは不要です。 

 

(2)交付申請時 

□申請後の審査には一定期間を要しますので、“必ず”工事着工のおおよそ３週間前に申請書等を提出して

ください。書類に不備があった場合は、全ての書類が揃った日を受付日とさせていただきます。交付決定

前の着工が確認された場合、補助金をお支払いすることができません。（昨年度、事前着工していた事案

が複数件発覚しています。現在も職員による現場の事前確認を定期的に実施しています。） 

 ※着工とは、ＺＥＨ及びＧＸ志向型住宅では基礎着工、その他については設置工事着工を指します。 

□ＨＥＭＳがＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ規格やＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ ＡＩＦ規格を標準インターフ

ェイスとしていることが確認できる書類を必ず添付する。 

（例：設置予定機種のＥＣＨＯＮＥＴホームページのコピー等） 

□年度後半（９月頃から）の申請において、年度内に完了するものか年度を超えて完了するものかを明確に

して申請してください。 

 ※完了日とは実績報告に必要な書類の中で一番遅い日付を指します。工事の完了日でないことに注意し

てください。 

□申請書等を代行提出される場合、申請書に提出代行者の記載をお願いします。 

 

(3)交付決定後の変更について 

□設置機器の型番に変更が生じた場合、設置前に必ず変更申請を行ってください。 

 ※実績報告時に機種が変更となっていることが多くありますが、今後このようなことが起こった場合補

助金の交付に支障がでる場合がありますので、設置機種が変更となる場合の事前の変更申請を徹底し

てください。 

□完了予定年月日が変更となり、年度を超えて事業が完了する場合は早めに変更申請を行ってください。年

度を超えて完了する事業の予算がなくなった場合、どのような理由であっても変更を受け付けることが

できません。 



(4)実績報告時 

□実績報告書の提出期限について、事業完了日※から30日以内と設定しております。この期限を過ぎて提

出をいただくことがあります。今後も、提出期限を過ぎたものについては補助金の受付や交付ができない

場合がありますので、提出期限を厳守いただきますようお願いいたします。 

 ※事業完了日とは、実績報告に必要な書類の中で一番遅い日付を指します。 

□領収書は対象事業費がわかるように記載してください。一式金額での発行となる場合は領収書と同じ押

印のある明細書、内訳書等を別に添付してください。 

□ＺＥＨ及びＧＸ志向型住宅の領収内容証明書（要領様式第３号）及び施工証明書（要領様式第４号）は、

書面で実績報告書をご提出いただく場合、押印された原本の提出が必要です。 

  

 

補助金予算残額の確認や、補助事業概要の確認は「四日市市脱炭素ポータルサイト」をご確認ください。 

四日市市脱炭素ポータルサイト：https://yk-datsutanso-portal.com/ 

 

 

https://yk-datsutanso-portal.com/

